
様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

          令和４年１２月２０日作成  

個人情報ファイルの名称 介護保険被保険者台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険事務のため 

記録項目 

１ 被保険者番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 

性別、５ 郵便番号、６ 世帯番号 、７ 介護

度、８ 住所、 ９ 口座情報、１０ 送付先情

報、１１ 保険料金額、１２ 認定有効期間、１

３ 主治医、１４ 負担割合、１５ 申請・資格・

サービス・認定・保険料に係る事項 

記録範囲 
満６５歳以上の者及び４０～６４歳で介護保険

を利用している者 

記録情報の収集方法 
申請書、認定調査情報、居宅サービス計画届、審

査結果情報、主治医意見書 

要配慮個人情報の有無 あり 

記録情報の経常的提供先 居宅介護支援事業所 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☑有   ☐無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

          令和４年１２月２０日作成  

個人情報ファイルの名称 高齢者総合相談支援台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者の生活支援のため 

記録項目 

１ 被保険者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生

年月日、５ 郵便番号、６ 住所、７ 日常生活

自立度、８ 要介護度、９ 住環境、１０ 経済

状況、１１ 連絡先、１２ 緊急連絡先、１３ 家

族構成、１４ 生活歴、１５ 現病歴・既往歴、

１６ 利用サービス 

記録範囲 原則６５歳以上の者 

記録情報の収集方法 
本人等からの申告、介護保険申請書、認定調査情

報、審査結果情報 

要配慮個人情報の有無 あり 

記録情報の経常的提供先 居宅介護支援事業所 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☑有   ☐無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和４年１２月２３日作成  

個人情報ファイルの名称 障害福祉サービス支給管理台帳作成システム 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

・障害者総合支援法等の規定に基づく障害福祉サ

ービス等の支給決定情報等の管理 

・身体障害者福祉法等に基づく各種障害者手帳情

報の管理 

・補装具・日常生活用具の給付決定情報の管理 

記録項目 

１ 申請日、２ 変更年月日、３ 受給者番号、

４ 氏名、５ 性別、６ 生年月日、７ 住所、

８ 電話番号、９ 届出者氏名・住所・電話番号・

申請者との関係、１０ 健康保険、１１ 有効期

間（支給期間）、１２ 障害福祉サービスの内容、

１３ 障害福祉サービスの利用状況、１４ 障害

の状況、１５ 収入・資産の状況、１６ 介護保

険制度認定状況、１７ 利用者負担上限月額、１

８ 特定障害者特別給付費、１９ 世帯番号、２

０ 世帯員の状況、 ２１ 本籍都道府県、２２

障害区分（身体・知的・精神）、２３ 障害名、

２４ 申請事由、２５ 交付日、２６ １５歳未

満の者の保護者氏名・続柄、２７ 資格喪失日・

喪失事由、２８ 手帳等級・種別、２９ 次回判

定日、３０ 判定記録、３１ 障害原因、３２ 重

度かつ継続、３３ 所得区分、３４ 自己負担額、

３５ 医療機関、３６ 診断書の状況、３７ 却

下事由・年月日、３８ 給付決定年月日、３９ 給



付番号、４０ 福祉用具の種類・個数・耐用年数、

４１ 納入業者、４２ 公費負担額、４３ 福祉

用具の要否判定事項、４４ 修理部位 

記録範囲 

障害福祉サービスの利用申請者、身体障害者手

帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・自立支援医療

（精神通院）医療費受給者証の申請者、補装具・

日常生活用具の給付申請を行った者 

記録情報の収集方法 

対象者本人等が提出する申請書等、市税務課（収

入調査の本人同意あり）、マイナンバー照会（本

人同意あり）、岩手県等の他自治体、医療機関、

障害福祉サービス事業所、福祉用具業者 

要配慮個人情報の有無 あり 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和４年１２月２３日作成  

個人情報ファイルの名称 タクシー券対象者リスト 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
ふるさとタクシー助成事業により、タクシー券を

交付した記録を管理する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ タクシー券番号、４ 障

害者手帳（身体・療育・精神）所持情報 

記録範囲 タクシー券の申請者 

記録情報の収集方法 対象者本人等が提出する申請書 

要配慮個人情報の有無 あり 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿  供覧 

         令和４年１２月２３日作成  

個人情報ファイルの名称 価格高騰緊急支援金管理システム 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 価格高騰緊急支援金支給事務のため 

記録項目 

１ 受付日、２ 住所、３ 氏名、４ 電話番号、

５ 世帯状況、６ 送付先、７支援金受取口座、

８ 代理人情報 

記録範囲 住民税非課税のみの世帯 

記録情報の収集方法 確認書（プッシュ型） 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 金融機関（口座情報） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和５年４月１日作成  

個人情報ファイルの名称 被災者支援システム 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部こころの復興支援室 

個人情報ファイルの利用目的 被災者支援のため 

記録項目 

１ 受付日、２ 住所、３ 氏名、４ 電話番号、

５ 被災当時の世帯状況、６ 相続人情報、７義

援金受取口座、８ 停止・廃止情報 

記録範囲 東日本大震災により被災した世帯 

記録情報の収集方法 申請書、口座振込依頼書情報 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 金融機関（口座情報） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和５年４月１日作成  

個人情報ファイルの名称 被災者生活再建支援金台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部こころの復興支援室 

個人情報ファイルの利用目的 
被災者生活再建支援法の規定に基づく生活再建

支援金の受付及び進達のため 

記録項目 

１ 受付日、２ 世帯番号、３ 氏名、４ 家屋

の被災状況、５ 口座番号・口座名、６ 支払日、

７ 基礎支援金受給額、８ 加算支援金受給額、

９ 住宅再建方法 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 
申請者本人が提出する被災者生活再建支援金申

請書等一式 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和５年４月１日作成  

個人情報ファイルの名称 被災者住宅再建支援事業費補助金台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部こころの復興支援室 

個人情報ファイルの利用目的 

陸前高田市被災者住宅再建支援事業費補助金交

付要綱の規定に基づく補助金の受付及び支払い

のため 

記録項目 

１ 債権者番号（宛名番号）、２ 世帯番号、３ 

被災者生活再建支援金支給番号、４ 氏名、５ 

被災時の世帯主氏名、６ 被災時居住地、７ 建

設購入区分、８ 加算支援金支給日、９ 住基住

所、１０ 新住所、１１ 現住所、１２ 電話番

号、１３ 申請受付日、１４ 交付決定日、１５ 

支給決定額、１６ 文書番号 

記録範囲 申請者本人及び被災時の世帯主 

記録情報の収集方法 
申請者本人が提出する被災者住宅再建支援事業

費補助金申請書等一式 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和５年４月１日作成  

個人情報ファイルの名称 復興住宅新築等支援事業補助金台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部こころの復興支援室 

個人情報ファイルの利用目的 

陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付

要綱の規定に基づく補助金の受付及び支払いの

ため 

記録項目 

１ 世帯番号、２ 氏名、３ 現住所、４ 新住

所、５ 被災状況、６ バリアフリー床面積、 

７ 県産材使用材積、８ バリアフリー補助決定

額、９ 県産材使用補助決定額、１０ 着工日、

１１ 完了日、１２ 申請受付日、１３ 交付決

定通知日、１４ 通知番号、１５ 支払処理日 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 
申請者本人が提出する復興住宅新築等支援事業

補助金申請書等一式 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３関係） 

 

個人情報ファイル簿 

         令和５年４月１日作成  

個人情報ファイルの名称 
土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業

補助金台帳 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

福祉部こころの復興支援室 

個人情報ファイルの利用目的 

陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移

転支援事業補助金交付要綱の規定に基づく補助

金の受付及び支払いのため 

記録項目 

１ 世帯番号、２ 氏名、３ 郵便番号、４ 連

絡先住所、５ 連絡先電話番号、６ 移転前住所、

７ 移転先住所、８ 住宅区分、９ 移転年月日、 

10 申請受付日、11 交付決定通知日、12 文書

番号、13 債権者番号、14 補助金支給日 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 
申請者本人が提出する土地区画整理事業施行区

域等住宅移転支援事業補助金申請書等一式 

要配慮個人情報の有無 なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）陸前高田市総務部総務課行政係 

（所在地）陸前高田市高田町字下和野１００番地 

訂正・利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第２０条第７項に該当す

るファイル 

☐有   ☑無 

備考  

 


